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「仮想個人勘定残高のお知らせ」について 

 

 
 

Q1：いつ誰に送っているのですか。 
 

○ 加入者(６５歳未満)の皆さまに「仮想個人勘定残高のお知らせ」を５月下旬に各事

業所に一括してお送りいたします。 

○ 当年３月末現在の加入者(65 歳未満)を対象に作成しております。３月分掛金計算に 

間に合わなかった資格取得者や４月以降の資格取得者(再加入者含む)につきまして 

は、次回(来年)の発行となります。 

○ 待期者および未裁定者や給付の繰下げ者には封書で５月下旬に発送いたします。 

 
 
 
 
 

Q２：今後、毎年送られてきますか。 
 

○ 当基金では、毎年５月下旬に前年度末(当年３月末)時点の「仮想個人勘定残高」を 

お知らせいたします。 

○ 加入者宛のお知らせの送付を必要とされない事業所には、今後事業主様宛に一覧表 

のみお送りいたします。 

 
 
 
 
 

Q３：「第１(第２)仮想個人勘定残高」とは何ですか。年金額ですか。 
 

○ 「仮想個人勘定残高」には「第１仮想個人勘定残高」と「第２仮想個人勘定残高」 

があります。 

○ 「第１仮想個人勘定残高」とは、当基金の全事業所が加入しているＤＢⅠ(第１年金) 

に対する年金原資です。 

○ 「第２仮想個人勘定残高」とは、事業所ごとに任意で加入するＤＢⅡ(第２年金)に 

対する年金原資です。 
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Q４：「第１(第２)仮想個人勘定残高」は一時金ですぐにもらえますか。 

 

○ 「第１仮想個人勘定残高」と「第２仮想個人勘定残高」の合計額は、退職(資格喪失) 

または、在職中に６５歳に到達したときに一時金で受給できます。なお、今回お知 

らせいたします「仮想個人勘定残高」は当年３月末時点で計算された額です。 

 
 
 
 
 

Q５：「第１(第２)仮想個人勘定残高」は年金でもらうことができますか。 
 

○ 加入者期間が１０年以上で退職(資格喪失)したときは、年金(５年・１０年・１５年・ 

２０年の有期年金)としてうけていただけます。 受給開始年齢は受給要件に

より、５０歳から７０歳の年齢で選択できます。 

○ 年金の受給期間は５年・１０年・１５年・２０年のいずれかを選択する有期(確定) 

年金となりますが、年金額の計算方法はハンドブック「私たちの企業年金基金」の 

４ページをご参照ください。 

 
 
 
 
 

Q６：一時金でうけとる以外の方法はありますか。 
 

○ 一時金は「ポータビリティ」の制度を利用できます。 

・一時金を転職先などの他の年金制度へ移して加入記録を通算し、将来の年金給付 

につなげることができます。 

・ポータビリティが可能な年金制度は、転職先の企業年金制度、企業年金連合会の 

通算企業年金、個人型確定拠出年金です。ポータビリティを希望される場合は、 

退職後１年以内に当基金に申し出る必要があります。 

・手続きの方法については、退職後ご自宅にご案内をお送りいたします。 

http://www.daiyaku-nenkin-kikin.jp/fukushi/pdf/kikin_handbook.pdf?210615
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Q７：「第１(第２)仮想個人勘定残高」の掛金は、個人の負担はありますか。 

 

○ 「第１仮想個人勘定残高」と「第２仮想個人勘定残高」に係る掛金は、全額事業主 

のご負担です。加入者個人のご負担はありません。 

 
 
 
 
 

Q８：もし亡くなったときは、「第１(第２)仮想個人勘定残高」はどうなりますか。 
 

○ 死亡された時は、遺族の方に遺族一時金としてお支払いいたします。 

 
 
 
 
 

Q９：一時金や年金の請求は事業所にするのですか。 
 

○ 退職(資格喪失)、または６５歳到達された場合、後日ご自宅宛住所に一時金や年金 

のご案内や請求書をお送りしますので、当基金に直接、請求書等をお送りください。 

 
 
 
 
 

Q１０：企業年金基金について詳しく知りたいのですが。 
 

○ 当基金の給付について詳しくはハンドブック「私たちの企業年金基金」をご覧ください。 

http://www.daiyaku-nenkin-kikin.jp/fukushi/pdf/kikin_handbook.pdf?210615

